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Ⅰ．土地・建設産業局関係予算総括表 

 

（行政経費）

前 年 度 倍　率

予 算 額

（Ａ） （B） （Ａ／B）

１．地籍整備の推進 11,540 11,793 0.98

　うち　地籍調査費負担金 10,631 10,631 1.00
　　　　　※この他、復興関係経費１９８百万円、２６年度補正２，１１０百万円がある。

          都市部官民境界基本調査 250 386 0.65
　　　　　※この他、復興関係経費２５百万円、２６年度補正９０３百万円がある。　　　

２．不動産市場の環境整備等の推進 4,785 4,884 0.98

(1) 不動産情報の整備・提供の充実等 4,526 4,628 0.98

　うち　地価公示 3,630 3,442 1.05

　　　　 不動産市場の変化に対応した鑑定評価手法の検討 15 15 0.97

(2) 不動産市場の活性化のための環境整備 258 256 1.01

　うち　地方都市の不動産ファイナンス等の環境整備 24 0 皆増

　　　　 中古住宅の取引環境整備等に係る検討 20 0 皆増

３．建設市場の環境整備等の推進 662 558 1.19

　うち　地域建設産業活性化支援事業 190 0 皆増

　　　　 「もっと女性が活躍できる建設業」地域協働推進事業 50 0 皆増

　　　 　建設分野における外国人材活用の適正化事業 79 0 皆増

          建設労働需給調整システム及び多能工の活用
          による専門工事業者の繁閑調整手法の検討

31 0 皆増

４．建設・不動産業の国際化の推進 103 104 0.99

５．その他 243 270 0.90

合　　　　　　　　計 17,333 17,609 0.98

（注１）　上記の他、東日本大震災からの復興対策に係る経費（東日本大震災復興特別会計）246百万円（※含む）がある。

（注２）　端数処理の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

区　　　　　　　　　分

（単位：百万円）

２  ７  年  度
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Ⅱ．土地・建設産業局関係予算の基本方針 
 
 
 

 

総    額：１７，３３３百万円（０．９８） 

  
 

 

 

総    額：２４６百万円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

◇地籍整備の推進              【２２３百万円】 

被災地における円滑な復興事業のため、土地境界の明確化を図

る地籍調査を推進する   

◇被災地における土地取引実態調査       【１０百万円】 

  被災地における投機的な土地取引の防止等のため、被災県等に

対し、土地の取引価格等に係る情報をきめ細かく提供する         

◇被災地における現場配置技術者の実態調査等  【１３百万円】 

  被災地の復興工事における現場技術者の適正配置を確保するた

め、実態調査等を行う             

一般会計  

東日本大震災復興特別会計  
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平成２７年度土地・建設産業局予算においては、東日本大震災から

の復興を加速させるとともに、安全・安心の確保や地域の活性化等の

ための基幹的産業である建設産業への支援、土地政策・不動産市場の

活性化について、以下の基本方針により施策を重点化し、取り組む。 

  

１  現下の情勢に鑑み、引き続き公共工事の円滑な施工を確保する

とともに、民間建設投資の円滑な実施の環境整備を図るため、建

設産業の担い手の確保・育成や、労働力人口が減少する中での建

設生産システムの省力化等による建設産業の生産性向上等に、官

民が一体となって総合的に取り組む。  
  

建設市場の環境整備等の推進     ６６２百万円（１．１９） 

（うち、地域建設産業活性化支援事業          １９０百万円（皆増） 

「もっと女性が活躍できる建設業」地域協働推進事業   ５０百万円（皆増）） 

  

２  事前防災や復旧・復興の迅速化に貢献するほか、インフラ整備

・民間事業等の円滑化に不可欠な地籍整備を推進するとともに、

土地取引価格の指標や課税評価の基準、重要な経済指標としての

役割を担う地価公示の充実を図る。 

 

３(1) 子育て世代、高齢者等がライフステージに応じて住み替えや資

産化など既存不動産ストックを活かして循環利用できるよう、中

古住宅流通市場の活性化と一層の透明性向上を図る。 

(2) 地方都市において資金が循環して都市再生、地域活性化が実現さ

れるよう不動産証券化手法等の活用・拡大を図る。 
  

地籍整備の推進         １１，５４０百万円（０．９８） 

    ※この他、復興関係経費（復興庁計上 223 百万円）、26 年度補正 3,013 百万円がある。 

不動産市場の環境整備等の推進   ４，７８５百万円（０．９８） 

（１）不動産情報の整備・提供の充実等   ４，５２６百万円（０．９８） 

（うち、地価公示           ３，６３０百万円（１．０５）） 

（２）不動産市場の活性化のための環境整備   ２５８百万円（１．０１） 

  

４  我が国建設・不動産業の持続的な発展に向け、海外展開を促進

するとともに、海外からの不動産投資を促進する。 
  

建設・不動産業の国際化の推進     １０３百万円（０．９９） 

基  本  方  針  
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Ⅲ．主要施策 

１．安全・安心の確保や地域の活性化等を担う基盤づくり 

 
 

建設産業においては、建設投資の減少やダンピングなど競争の激化等によ

り、離職者の増加や若年入職者の減少など構造的な問題が発生しており、将

来の担い手確保・育成が喫緊の課題である。このため、昨夏に建設産業活性

化会議でとりまとめた総合的な担い手確保対策とその工程表を踏まえ、平成

27 年度予算では、地域の建設企業による担い手確保・育成等への重点支援

や女性、外国人など多様な人材の活用を図るとともに、適切な賃金水準の確

保や社会保険の更なる加入徹底による処遇改善、重層下請構造の改善等、官

民一体で総合的な対策を推進する。 

 

○地域建設産業活性化支援事業 

  １９０百万円（新規） 

 

 中小・中堅建設企業等が複数の建設企業等、建設業団体、地域教育訓練施

設等とグループを結成し、担い手確保・育成や生産性向上に関するモデル性

の高い取組みを行う場合に、継続的なコンサルティング支援や事業の実施経

費の支援を実施する。  
あわせて、中小・中堅建設企業等に、人材開発の専門家、中小企業診断士、

技術士等の専門アドバイザーを派遣し、幅広い相談等を実施する。  

 

活性化支援アドバイザー（専門家）による相談支援

重 点 支 援

＜重点支援の対象となるグループと主な取組みのイメージ＞

【複数の企業の連携】

Ａ社 Ｂ社

Ｃ社 Ｄ社

人材育成

新技術開発

指導育成に長け

た技能者が所属
会場・訓練設備

を所有

【業種の壁を超えた連携】

左官 板金

内装

多能工育成

生産性向上

地域教育

訓練施設等

コンサルティング支援／ステップアップ支援

例：技能の伝承のため、地域の複数の企業が

連携し、合同でＯＦＦ－ＪＴ教育を実施

する仕組（連携体制の整備、人材確保・

育成に関する計画の作成等）を構築

例：地域の複数の企業が連携し、地域の特

性を踏まえ、効率的・効果的なインフ

ラメンテナンスに資する新技術を開発

例：一企業の対応だけでは実現が困難な週

休二日制の実現に向け、複数の業種の

企業と発注者が連携し、生産性向上に

資する工法、施工体制を確立

例：板金と左官といったような異なる業種の

複数の企業が連携し、業種横断的に地域

の特性に応じた多能工を育成する手法

（訓練プログラム、指導方法等）を開発

地
域
で
の
グ
ル
ー
プ
結
成
を
支
援

活
性
化
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
専
門
家
）、
国
等

優秀な技術

を有する技

能者が所属

意欲ある

若手技能

者が所属

①  建設産業の担い手の確保・育成と生産性向上 
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○「もっと女性が活躍できる建設業」地域協働推進事業  
５０百万円（新規） 

  
建設業における女性の活躍は、昨年８月に官民を挙げた行動計画を策

定し、５年以内に女性を倍増することを目指し、業界による取組が本格

的にスタートしたが、この気運を中長期的に建設業界全体で持続させて

いくためには、地域ぐるみで女性活躍をサポートする取組を全国各地に

根付かせ、裾野を広げていくことが必要である。このため、建設企業、

業界団体、教育訓練施設、行政等、地域の関係者のネットワークが協働

して行う、地域ぐるみで女性の活躍を支える活動を支援し、女性の更な

る活躍に向けた環境整備を図る。  

 

事
業
の
必
要
性 ⼥性の採⽤等に積極的な企

業の情報が⼥性に届きにく
い等の課題

結婚や育児で⼀旦業界から
離れると、業界への復帰に
ハードルがある

中⼩建設企業では⼥性は社
内で少数派､キャリアパスも
⾝近になく､将来が⾒通しに
くいことが、⼥性の定着を
阻害

① ⼥性の建設業への⼊職 ② ⼥性の定着・就労継続 ③ 家庭と現場の両⽴

事
業
ス
キ
ー
ム

就
職
促
進

○⼯業⾼校・地元⼤学等と⼥性の活躍に積極的な地域企業が協働
・企業と学⽣の効率的なマッチング ・⼯学部等の⼥性の他産業への流出阻⽌ 等

定
着
支
援

○企業内で孤⽴しやすい⼥性にタテ・ヨコの連携の機会を確保
○働きやすい現場環境を⽬指す⼥性⾃らの取組をサポート

・⼥性同⼠のタテ・ヨコの連携を確保 ・⼥性⾃らが現場改善を働きかけ、実現 等

家
庭
と
の

両
立

○⾼いスキルをもつ休職中の⼥性の復帰をサポート
○結婚、育児、介護等の理由での建設業離職者の復職をサポート

・再就職を⽬指す⼥性と企業とのマッチング ・不安のない円滑な再就職 等

【地域ネットワークによるサポートの展開⽅向】

建設業者Ａ

建設業者Ｂ

建設業者Ｃ

建設業者Ｄ

建設業者Ｅ

建設業者Ｆ

地域ネットワーク事務局
（地方公共団体、業界団体等）

工業高校等

建
設
業
団
体

研修機関等
地方公共団体等

『もっと女性が活躍できる建設業・地域ネットワーク』のイメージ

地域ネットワーク事務局に対し活動の必要経費を支援

【ネットワークによる実践事例】

○建設業に触れる機会を提供

○女性活躍に積極的な企業と女性をつなぐ
○先輩女性のロールモデル提供
○女性のメンターとの出会い、交流

○休職中もスキルを発揮する機会
○復職へのサポート 等

○建設業での⼥性の活躍には、⼥性のライフサイクルに応じて３つのボトルネックが指摘
○複数企業や関係機関が協働して地域ネットワークを形成し、地域ぐるみの取組を促進する
ことで、建設業で働く⼥性の課題に即応したサポートを講じる必要
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○建設分野における外国人材活用の適正化事業  
  ７９百万円（新規）  

※この他、26 年度補正 100 百万円がある。 

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向け、建設分野におけ

る外国人材の時限的な活用に係る緊急措置を適正かつ円滑に実施するため、

監理団体及び受入企業に対して巡回指導等を実施する「制度推進事業実施

機関」の活用、管理システムの運営、外国人材の受入状況、不正行為等の

情報を共有する協議会の開催等を行う。  

 
 
○建設技能人材確保・育成促進事業（繁閑調整手法の検討等）  

７７百万円（前年度４９百万円）  
 

今後懸念される中長期的な担い手不足に対応するため、適切な賃金水準の

確保や社会保険等への更なる加入徹底による処遇改善に向けた取組に加え

て、人材の効率的な活用に資する専門工事業者の繁閑調整手法を検討する。  

 

➢ 外国人建設就労者（本緊急措置の対象となる建設分野における技能実習修了
者）の適正な監理に向けた下記業務について、制度推進事業実施機関への委
託を行う。
・ 受入建設企業、特定監理団体に対する巡回指導。
・ 母国語による電話相談窓口の設置・運営 等

人材送出し機関
外国人建設

就労者

受入
建設企業

求職申込み

雇用契約業務提携

本緊急措置の全体イメージ（①～③が本事業の対象）

特定監理団体
（優良な事業協同組合等）

訪問指導

・監査等
元請企業団体

元請企業

国土交通省
等許可部局

③
適
正
監
理
推
進
協
議
会

定期報告の徴求等

立入検査、監督処分

元請企業による受入企業

（下請）への指導の徹底

①制度推進事業実施機関

巡回指導等

(注）上記に加え入国管理当局、労働基準当局が外国人の在留管理や受入企業等の監督等を実施

① 制度推進事業実施機関への業務委託

➢ 外国人建設就労者の受入状況把握・共有のための管理システムを運営する。
管理システムの概要は下記のとおり。

・ システムの情報は国土交通省、制度推進事業実施機関で共有。
・ 国土交通省等許可部局、制度推進事業実施機関は、システムに入力された
受入情報をもとに立入検査、巡回指導等を実施。

② 外国人建設就労者の管理システムの運営

➢ 外国人建設就労者の受入状況把握・共有のための協議会（適正監理推進協議
会）を設置・運営する。

③ 適正監理推進協議会の運営

国土交通省

特定監理団体・適

正管理計画の認定

②管理システム
による情報共有

➢ 外国人建設就労者の受入状況（賃金水準を含む）について、アンケート・ヒアリ
ングによる調査を行う。

④ 外国人建設就労者の実態把握調査

➢ 現地送り出し国において、建設特定活動を見越した事前訓練を行う先導的な事
業を選定し、円滑な実施を支援する。

⑤ 建設特定活動活用モデル事業

効果

現状
・建設技能労働者の高齢化（55歳以上H9 ：24.1%→H25：34.3%）
・若年入職者の減少（25歳未満の入職者H9 ：24万人→H25 ：11万人）

・社会保険等未加入企業、労働者の存在（加入率は企業別で90%、労働者別で62%）

・加入状況の更なる改善の必要性
（労働者単位で38％がいずれかの保険に未加入）

・平成29年度に建設業許可業者の100%加入が目標

・社会保険等の加入の原資となる法定福利費の確
保が必要不可欠

・技能労働者の就労環境の改善による、常勤化や
月給制化への転換、若年入職増進の推進

・地域や時期により変動する建設工事の繁閑に対
応するための、円滑な労働力供給の体制構築

技能労働者の効率的な活用社会保険等の未加入対策

■社会保険等への更なる加入徹底方策に関する
調査・検討

平成29年度に向けて、民間工事を含む社会保

険等への加入状況や標準見積書等の活用状況
の調査等を実施。

■建設労働需給調整システムの活用および多能工

化による専門工事業者の繁閑調整手法の検討

「建設業務労働者就業機会確保事業」や多能工

化を組み合わせ、技能労働者の雇用を維持しつつ、

専門工事業者の施工体制の繁閑を平準化させるモ

デルを構築

課題

➢技能労働者の処遇改善
・適切な賃金水準の確保

・社会保険等への更なる加入徹底
➢人材の効率的な活用

適切な賃金水準の確保に向けた課題

建設生産システムの省力化・効率化・高度化

■賃金水準に関する統計解析及び調査・

検討

賃金水準に関する各種統計解析、

賃金支払状況の調査・検討を実施す

るとともに、適切な賃金水準の確保に

向けた周知・啓発を実施。

処遇改善

技能労働者の処遇改善・効率的な活用を促進し、離職者の復帰、若年入職者の増加等を通じて建設産業の担い手を確保

・建設業は、製造業など他産業に比べ
低い賃金水準にあり、賃金を適切な
水準に引き上げる必要

（全産業男性労働者に比べ約25％低
い水準：H25年度）
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○元請・下請取引の適正化・重層下請構造の改善のための調査  
  ２５百万円（前年度１５百万円） 

 
建設業における、元請・下請間の取引の適正化を図ることを目的として、

下請取引の実態に加え、重層下請構造等の実態を把握する調査を実施する。 
 

 
 
○「地域の守り手」確保のための多様な入札契約方式の導入・活用推進  

   １０２百万円（前年度１２０百万円）  
 

 「地域の守り手」の確保・育成、優秀な若手や女性が活躍できる環境整

備等のため新しい入札契約方式にモデル的に取り組む地方公共団体を支援

し、地域の実情等に応じた多様な入札契約方式の活用を推進する。  
 

 

○建設産業の担い手確保・育成、適正な市場の形成のためには、技能者の処遇改善、取引の適正化が必要不可欠であり、元請・下請間
の取引等の実態を把握し、指導を徹底するとともに、重層下請構造の実態について把握し、行き過ぎた重層化を抑制することが必要。

○元請・下請間、重層下請構造の実態を把握することにより、法令違反に対する指導監督を強力に推進するとともに、円滑に賃金が現場
の技能者に行き渡る環境を整備することを目的とする。

下請取引等実態調査 下請次数の実態調査

実態調査

建設業者に関する下請契約の締結状況や下請代
金の支払状況等の下請取引の実態を調査
（H25:16,000社に調査票を送付、約14,000社から回答）

下請不適正取引を行っている建設業者を抽出

指導等の実施
指導票の送付

立入検査の実施（約1,000社）

各種施策への
反映

建設業下請取引の適正化を推進

目的 ： 元請・下請間の取引の適正化を図る 目的 ： 重層下請構造の改善等を通じ、より円滑に賃金が現場の技能者に
行き渡る環境を整備

実態調査
重層下請構造の改善に向け、下請構造の実態を調査。

＜調査内容＞
・工種別、工事規模別の下請次数の実態調査
・すでに下請次数制限を実施している地方公共団体の運用状況の把握
・業界団体、地方自治体へのアンケートの実施 ・海外事例の収集
・事業者へのアンケート調査の実施

建設生産システムの省力化・効率化・高度化を推進

建設生産システムの省力化・効率化・高度化に向けた施策の検討

適正な市場の形成、技能者の処遇改善、建設生産システムの省力化・効率化・高度化

平成26年度 平成27年度

モデル事業の実施・発注支援

発注者向けマニュアルの作成、
既モデル事業のフォローアップ

◆ 新たな入札契約方式の導入を目指す地方公共団体から、幅広く提案を募集。

◆ 応募の中から優れた提案をモデル事業として選定。モデル事業を実施する地方
公共団体に対して、国土交通省から専門家等を派遣するなど発注に係る業務の
支援や契約後のフォローアップを実施。

◆ モデル事業により得られた成果を反映した発注者向けマニュアルを改定。

地域における社会資本の維持管理に資する方式
（複数年契約、複数業務の一括発注、共同受注方式（事業協同組合、地域ＪＶ））

地域のインフラの的確な維持管理や災害対応等の確保を図るために必要な
場合等

コスト＋フィー方式、オープンブック方式（コストの実費にフィー（報酬）を加算して支払

い、コスト情報を開示して第三者等が監査を行う透明性の高い支払方式）ダンピングや下請・職人へのしわ寄せの防止が必要な場合等

事業の流れ
発注者が地域の実情等
に応じて、選択できる多
様な入札契約方式等の
普及

成果を反映 成果を反映

国土交通省
土地・建設産業局建設業課

マニュアル作成・
フォローアップ業者

地方公共団体
（H27モデル事業）

地方公共団体
（H27モデル事業）

地方公共団体
（H26モデル事業）

業務委託

選定・推進
委員会

モデル事業のスキーム

設計・施工一括発注方式、ＥＣＩ方式補修工事等の施工時の手戻りを減少させるため、設計に施工者のノウハウを
反映させる場合等

モデル事業
支援者

業務委託

報告

マニュアル
とりまとめ

発注
支援

若手技術者や女性技術者、災害対応を含む地域維持の担い手など、中長期
的な担い手の確保・育成を推進する場合等

若手技術者・女性技術者・技能者の育成・確保や機械保有、災害時の体制等を審査・

評価し、中長期的な品質確保のための評価などを拡充

初版発行 H26モデル事業のＦＵ、改定版発行

フォローアップ

H26モデル事業 H27モデル事業
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 ○地域の様々な取組を促進する地籍整備の推進  

・地籍調査費負担金  １０,６３１百万円（前年度１０,６３１百万円） 

  ※この他、復興関係経費（復興庁計上 198 百万円）、26 年度補正 2,110 百万円がある。 
  
 地籍調査の成果は、土地の基礎情報であり、事前防災や被災後の復 

旧・復興の迅速化のほか、土地取引、民間開発事業・インフラ整備の円

滑化等に大きく貢献するが、その進捗率は未だ５割である。 

今後も地域の様々な取組を促進するため、地籍整備の推進による土地

境界の明確化を積極的に進める。 

 

 

 

  

            
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

○ 固定資産税の基礎である登記簿が不正確な場合がある

⇒ 地籍調査の実施により正確な面積での課税が可能 

○ 都市部では関係者が多く、権利関係が輻輳

し、境界調査が長期化する傾向 
○ 地籍調査が実施済であれば、関係者が合意

し易く、用地取得が円滑に実施

○ 被災後は道路等のライフラインの復旧・復興が急務 
○ 地籍調査が実施済であれば、事業期間等が大幅に縮減 

［地籍調査による様々な効果］ 

 
○  円滑な土地取引や抵当権の設定が可能  
○ 効率的な森林施業が可能

 

【防災集団移転促進事業の例】 (宮城県名取市下増田地区) 

実 施 

未実施

約 1,200 万円、7 カ月

約 2,200 万円、 1～1 年半  （いずれも推計）

【期間等の縮減効果】 
○ 経費 ： 約１千万円 
○ 期間  ：半年～１年 

  

地目 調査前（㎢） 調査後 増加率 

宅地  3,078  4,070 132％ 

山林 37,349 62,724 168％ 

（S45～

H24年度

の累計）

その他の効果  

課税の適正化  

六本木ヒルズでは地籍調査が未実施 

⇒ 約 400 筆の境界調査に４年

【
移
転
元
】

【
移
転
先
】

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

復旧・復興の迅速化  

            
 
 
 
 

民間開発事業の円滑化  
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北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京

神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良

和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎

鹿児島
沖縄

［地籍調査の進捗率］ 
（平成 25 年度末） 

②  地籍整備、地価公示など土地情報基盤の整備・提供の充実 
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・都市部官民境界基本調査 ２５０百万円（前年度３８６百万円） 

※この他、復興関係経費（復興庁計上 25 百万円）、26 年度補正 903 百万円がある。 

 

市町村による地籍調査を支援するため、進捗が特に遅れている都市部に

おいて国が官民の境界情報を整備する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

他方、山村地域では高齢化や過疎化等が進行し、将来の地籍調査の実施が困

難になるおそれがあるため、国が境界情報を調査する経費として山村境界基本

調査１５１百万円を計上。 

さらに、GPS 衛星等による新しい測量技術を地籍調査に活用し、今後の地籍

調査の効率化を図るための経費として、新たに１０百万円を計上。 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

○ 地籍調査の進捗率は、都市部が最も低く（23％）、 

次に山村部が低い（44％） 

○ 地籍調査が未実施の場合の課題 

・ 南海トラフ巨大地震等の大規模災害の被災後における迅速な

復旧・復興に支障 

・ 都 市 部 における民 間 開 発 事 業 ・インフラ整 備 、土 地 取 引 等 の

円滑な実施に支障 
東日本大震災では、津波

により境界情報が喪失 

市町村等による地籍調査の前段として、国が官民の境界情報を整備 

   

官民の境界情報の整備 

不明確な官民境界のイメージ 明確な官民境界を基にしたイメージ

官民境界の 
明確化のため 
に国が調査を 
実施 

● 基準となる官民の境界情報が不足し、

個々の地図間で重なり等が発生 
⇒ 境界トラブルの原因に 

● 明確な官民境界を基に、民民境界の

整備が促進 
⇒ 境界トラブルの防止 

官

民

境

界

が

明

確

化

 

現状と課題  

地籍調査における新しい測量技術の活用  

現在の地籍調査では、既設の基準点を

利用して測量する度に精度が下がる考

え方 

近年は、GPS 衛星等を利用した高精度

な測量の新技術により、精度が下がらない

測量方法が普及 

新技術を活用した場合の測量精度が誤差範囲内であるかを検証し、実用性を確認した

上で地籍調査の測量方法等を見直し、地籍調査の効率化を図る。 
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○土地価格に関する重要な制度インフラである地価公示の充実 

３，６３０百万円（前年度３，４４２百万円） 

 
   取引価格の指標、課税評価の基準、重要な経済指標としての役割を

担う重要な制度インフラである地価公示について、その役割を十分に

果たすため、調査地点数を 25,270 地点に拡充し、更なる充実を図る。 
 

 

 

地価公示の役割

地価の変動率は重要な経済
指標として使用されている
「これまでのアベノミクスの効果につい
て」（内閣官房）（抜粋）

地価公示は、土地の価格に関する制度インフラとして様々な役割を果たしている

地価公示

一般の土地の取引

不動産の鑑定評価

公共事業用地の取得

課税評価

金融機関等

経済指標

不動産の鑑定評価額の決定にあ
たっての規準となる

公共事業用地の取得価格の算
定にあたっての規準となる

○相続税評価
→公示価格の８割を目安

○固定資産税評価
→公示価格の７割を目安

○融資先の担保対象不動産の評価

○自社所有不動産の時価評価

標準地の「正常な価格」を公示
することで、一般の土地の取引
価格の指標となる

地価公示標準地点数の推移

８,０００

１２,０００

１６,０００

２０,０００

２４,０００

２８,０００

３２,０００

Ｈ
４

Ｈ
５

Ｈ
６

Ｈ
７

Ｈ
８

Ｈ
９

Ｈ
１０

Ｈ
１１

Ｈ
１２

Ｈ
１３

Ｈ
１４

Ｈ
１５

Ｈ
１６

Ｈ
１７

Ｈ
１８

Ｈ
１９

Ｈ
２
０

Ｈ
２
１

Ｈ
２
２

Ｈ
２
３

Ｈ
２
４

Ｈ
２
５

Ｈ
２
６

Ｈ
２
７

Ｈ
２
８

（地点） 制度インフラとしての地価公示の機能に
特に重大な支障が生じている廃止調査地点の復活

（公示年）
各年1/1時点
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２．まちを創生し資産価値を引き上げる不動産市場の活性化  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○多様な消費者ニーズに対応した中古住宅取引モデルの検討 

２０百万円（新規）  
 

 中古住宅の質に係る情報等を明らかにした上で取引を行うために宅建業

者等に求められる業務を整理し、市場への定着を推進することにより、増

大する空き家の活用、消費者が安心して取引できる環境の整備、市場の透

明性向上を図る。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①  不動産流通市場の活性化 

買主売主

買い主のニーズに応じた幅広い
情報提供・コンサルティング

（関連事業者との連携）

正確で積極的な情報の
収集・開示の補助

（関連事業者との連携）

・告
知
書

・イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン

・瑕
疵
保
険
付
保
の
可
否

・フ
ラ
ッ
ト
適
合
の
可
否

・住
宅
履
歴
の
保
存

・リ
フ
ォ
ー
ム
見
積
も
り

・シ
ロ
ア
リ
調
査

取引時の各種制度・サービスの活用が十分に定着していない

宅建業者 宅建業者

1,093 
587 

127 332 

171 

4,908 

932 719 

13.5%

89.3% 88.0%

68.4%
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（千戸）

新築住宅着工戸数 既存住宅取引戸数 既存取引／全体（既存＋新築）取引

消費者が安心して中古不動産を取引するための市場環境整備

○人口減少・少子高齢化の進展等の社会経済変化への対応のため、ライフス
テージに応じた住み替えの促進、高齢者等の持ち家資産の資金化、資産価値
増大によるストック活用型の経済成長の実現が必要。

○このため、適切に維持管理された優良な住宅ストックの循環利用の基盤とし
て、欧米諸国と比べると圧倒的に低い水準（全住宅流通量に占める中古住宅流通量

の割合が13.5％）にある中古不動産流通市場の活性化を図ることが必要。

＜中古不動産流通市場の課題＞

○売主（所有者）

○買主

○中古住宅市場

＜既存住宅流通シェアの国際比較＞

質に対する不安が大きい

戸建住宅の評価＝20年でゼロ

適切な維持管理や物件情報提供がされにくい

透明性の低い市場

→多様な消費者ニーズに対応した中古住宅取引モデルの検討

取引の不安の解消

情報提供体制の整備
→不動産に係る情報ストックシステムの整備

既存建物の評価方法の確立
→不動産市場の変化に対応した
鑑定評価手法の確立

→多様な消費者ニーズに対応した中古住宅取引モデルの検討

情報提供の促進

（現 状 ）消 費 者 は中 古 住 宅 について質 に対 する不 安 を感 じることが多 く、また、リフォームにより機 能 向 上 さ

せる方策についても知見が乏しいため、中古住宅の購入を躊躇する傾向にある。  

取 引 時 のインスペクション活 用 やリフォームに係 るコンサルティングの拡 大 ・定 着 に向 けた標 準 モデ

ルの整理により、消費者が安心して取引できる中古住宅流通市場へ 
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○不動産関係情報ストックシステムの整備による不動産流通の活性化  
８５百万円（前年度１００百万円） 

 
不動産関係情報ストックシステムの全国展開に向け、平成２６年度構築

予定のプロトタイプによる試行運用（横浜市と連携）を実施し、システム

を活用した不動産取引のあり方を検討する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○不動産市場の変化に対応した鑑定評価手法の確立  

１５百万円（前年度１５百万円）  

 
不動産市場の変化に伴い鑑定評価の対象が多様化し、評価方法が複雑化

・高度化するとともに、既存建物の耐震改修やリニューアル等を行い、質

の向上、活用を行う取組が進展している。このため、評価の精度・信頼性

を確保するための環境整備に向けた調査検討を実施することに加えて、修

繕や維持管理の状況等を踏まえた建物の現況を適切に反映した鑑定評価方

法を確立する。  
 
 
 
 
 

宅建業者

レインズ

消費者

【情報保有機関】

情報登録（インプット）

データ項目

物件情報

取引履歴情報（レインズ成約情
報等）

住宅履歴情報
マンション管理情報

周辺地域
情報

用途地域等都市計画情報

周辺の価格情報（地価公示、取
引価格情報等）

周辺環境に関する情報

（ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ、過去の土地利用
状況、公共施設、学区情報等）

インフラ情報（道路等）

情報利活用（アウトプット）

※地理空間情報等のオープン
データを積極的に活用

情
報
集
約

レインズシステムと
連携して情報利活用

一部の公開情報
につき消費者への
情報提供を検討

宅建業者から
消費者に情報
提供

情報ストックシステム

レインズ

国

自治体

インフラ提供機関

民間情報サービス
機関

（現 状 ）不 動 産 取 引 において消 費 者の必 要とする情 報 が、各 所 に分 散しており、十 分 な情 報が適 時 適 切に

消費者へ提供されていない。  

＜不動産関係情報ストックシステムイメージ図＞  

・各所に分散して存在する不動産取引に必

要 な情 報 （過 去 の取 引 履 歴 、周 辺 環 境

に関する情報等）を効率的に集約・管理 

・宅建業者はレインズシステムと連携して情

報利活用   

不動産関係情報ストックシステムの整備により、  

○豊富な情報が早期に入手可能となることで消費者が自らのニーズにあった物件を選択可能に 

○種 々の情 報 を同 時 に把 握 可 能 となることで、宅 建 業 者 による消 費 者 へのコンサルティングなど、

幅広いサービスが提供可能に  

Ｈ２５年 度  

○不 動 産 に係 る情 報 ストックシステム 

基 本 構 想 策 定  
Ｈ２６年 度  

○プロトタイプシステム構 築  
Ｈ２７年 度  

○横 浜 市 と連 携 した試 行 運 用 の実 施  

○全 国 展 開 に向 けた行 政 情 報 の効 率 的  

集 約 方 策 の検 討  
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 地方都市における不動産証券化手法等の活用に向けた研修・普及啓発の場

づくりやモデル事業の支援、不動産証券化手法等による公的不動産の活用の

推進、不動産証券化手法を活用できる人材育成を行うこと等により、地方都

市における不動産再生、不動産投資市場の環境整備を促進し、地方都市の活

性化を図る。 

   

 

  

  

 

 

 

                     

                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  不動産投資市場の活性化 

賃貸・ 

サービス提供等 

利用者 

(地域住民・事業会社等)

・駅前オフィス  

・ショッピングセンター  

・ヘルスケア施設等の開発  

・空き店舗・空き家等の改修   
 

公的不動産等   

賃料支払 

配当等 

投融資 

同一の場

合も想定

有効活用  

地方都市における不動産投資促進のプロセス 

地方公共団

体等 

（現状）：不動産証券化手法を活用し、地域の老朽・低未利用不動産の再生を推進する

ことは重要であるが、必ずしも実現されていない。  
（背景）：地方金融機関等による不動産ファイナンス手法の活用が発展途上であること、

公的不動産の活用に当たり不動産証券化の手法の活用が進んでいないこと、不動産証券

化手法のノウハウのある人材の不足等が挙げられる。  

以上の問題を解消するため、  
・地方都市の不動産ファイナンス等の環境整備、  
・公的不動産の活用促進のための不動産証券化手法の検討、  
・人材育成・協議会等  
を行うことで、地方での不動産証券化を活用した不動産再生が促進され、地方に

おいての資金循環を創出することができる。

地方における不動産証券化手法を活用した資金循環のイメージと施策の関連図  

人 材 育 成 等 に よ り 地 方

で の 不 動 産 証 券 化 手 法

の活用の促進  

地元ディベロッパー

等により組成される

不動産ファンド等 

地方都市での不動産フ

ァイナンス手法の検討

等を実施し、地域の民

間資金の活用の促進  

投資家(地元企業等) 

レンダー(地方金融機

関等) 

不動産証券化手法を

活用した公的不動産

の有効活用を促進  

地方都市において地方公共団体等が所有する老朽・低未利用不動産を優良なストックへ転換

するため、地方のディベロッパー等が組成するファンド等へ地方金融機関等が投融資を行う。

これにより転換された施設を地域住民が利用し、当該施設からの賃料収入を地域金融機関等

へ還元するという資金循環を創出する。  
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○地方都市の不動産ファイナンス等の環境整備 

２４百万円（新規） 

  

  地方都市における資金の循環による地域の活性化を推進するため、地方

都市の不動産ファイナンス等の環境整備のための有識者検討会及び各地

域におけるセミナーの開催 、地方都市における不動産ファイナンス等に

係る事例集の作成、地方都市におけるヘルスケアリート活用促進のための

環境整備を行う。 

  

○不動産特定共同事業の監督及び普及啓発の充実 

３０百万円（前年度１５百万円）  
   

不動産特定共同事業を営む不動産特定共同事業者及び特例事業者等に

対して定期的な立入検査を行うなどの適切な監督により、健全な市場の

発展を目指す。 

加えて、地域において不動産証券化に精通した人材を育成し、不動産証

券化を活用して地域の不動産再生に投資家を呼び込むために、不動産証券

化に係る研修・情報共有・啓発の場の設置、支援モデル事業等を行う。 

 

○公的不動産（ＰＲＥ）の活用促進 

４０百万円（前年度４０百万円） 

 

  潜在的な価値を十分に発揮できていない公的不動産を有効活用するこ

とにより、厳しい財政状況にある地方公共団体等における財政状況の改

善を図るとともに、公的不動産の整備・安定利用を図り、優良な都市ス

トックの形成を促進するため、公的不動産に係る証券化手法の活用につ

いての地方公共団体向けの手引書の取りまとめや公的不動産に係る不動

産証券化手法を活用したモデル事業の実施を行う。 

 

○不動産価格指数の運用・改善 

１１５百万円（前年度１２９百万円） 

 

不動産価格の動向を把握し、金融・マクロ経済政策へ活用するとともに、

不動産市場の透明性向上・活性化を図るため、不動産価格指数の運用・改

善を実施する。 
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３．新たな市場を切り開く成長戦略の推進  
 

 

 

 

世界の膨大なインフラ需要を取り込み、海外事業における収益性の向上

を通じた我が国建設・不動産業の持続的な発展を図るため、建設・不動産

業の海外展開を促進する。 

また、海外からの不動産投資を促進するため、官民連携による情報発信

の取組みを強化する。 

 

○各国政府と連携した戦略的市場環境整備 

 ２３百万円（前年度１５百万円） 

   

建設分野の政府間会議の開催に加え、我が国企業の「拠点」国政

府等との連携による周辺国展開、公正な海外建設市場の形成を推進

する。 

 

○知的財産を活用した建設企業の海外展開の推進 

１１百万円（新規） 

   

我が国建設企業の強みである品質・技術力の高さを活かした新たな事業

分野を開拓するため、知的財産を活用した建設業の海外展開の可能性につ

いて調査・分析を行い、新たなビジネスモデルを提案する。  

 

 

【目 標】
（建設業）

新規年間海外受注高
１兆円 ⇒ ２兆円以上

（２０２０年）

（不動産業）
不動産企業の海外展開

の拡大

「請負プラス」による収益性向上支援

日本企業のビジネス環境の整備

○「川上」の情報収集・提供能力強化

○建設・不動産分野の法制度整備支援

○各国政府と連携した戦略的な市場環境整備

○中堅・中小建設企業支援

○知的財産を活用した建設企業の海外展開の推進

○ 建設・不動産業の海外展開の促進

○ 海外からの不動産投資の促進

不動産市場における投資環境整備の推進

○情報発信力の強化と日本のプレゼンスの拡大
【目 標】
海外投資家による国内
不動産への投資の拡大

○官民一体となった情報発信体制強化

建設・不動産業の海外展開の促進 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （この冊子は、再生紙を使用しています。）  


